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この度は、伊保庄園への入所を希望していただき心より歓

迎申し上げます。 

当園では、「その人らしさを大切に」をモットーに、利用

者の方々が自分らしく安心に生活していただけるよう、お

手伝いさせて頂きます。 

 

 

理念：「そそのの人人ららししささをを大大切切にに」 

 

 

 

 

 

 

 

利用者の立場に立

った「選ばれる 

施設づくり」 

地域から信頼され

る「地域と共に 

歩む施設づくり」 

基
本
方
針 



 

入所申し込みについて 

伊保庄園では、入所の透明性と公平性を重視し作成された県内統一の入所指

針に基づき、入所の申込受付を行なっております。 

 受付に際しては、「介護保険被保険者証のコピー」、入所希望者、申込者それ

ぞれのご印鑑をご準備ください。 

入所申し込みは、当園にご来園頂き、所定の「特別養護老人ホーム入所申込

書」にて担当職員の聞き取り・面接による申込手続きを行ないます。原則とし

て郵送による受付はいたしておりません。 

 

入所申込及び施設見学について 

 基本的には、平日の９：３０頃から１７：００頃までの間でお願いいたして

おります。担当職員が対応いたします。事前にご連絡いただけると助かります。 

 

入所の条件について  

伊保庄園に入所可能な方は、介護保険での要介護認定で、要介護３～５に認

定された方が対象となります。認定を未申請の方や要介護認定で「非該当」「要

支援」「要介護１・２」に認定されている方は、基本的に入所することが出来ま

せん。また、現在心身に治療を必要とする疾患がある方や、継続した医療が必

要な方につきましては、後日主治医または現在入院されている病院及び施設及

び介護支援専門員等に確認する場合があります。 

 

入所の順位決定方法について  

伊保庄園では、年間 4回（3ヶ月に 1回）、入所検討委員会を行なっておりま

す。全ての入所申し込み者を緊急度・要介護の状態等を点数化し、地域の有識

者の方にも参加して頂き協議を行なった上で待機者順位を決めます。申込後に

要介護度を含む状況の変化がありましたらお知らせください。 

入所検討委員会にて入所枠に空きが出た場合上位の方（居室の都合上、若干

順位調整をする場合があります）から、お電話にて連絡を差し上げます。連絡

後は、極力早急な入所手続きをお願いしております。 

なお、連絡後、入所に至るまでに相当の時間が掛かることが見込まれる場合

は次の待機者に声を掛けさせて頂きます。 

 

入所契約について 

介護福祉施設サービス重要事項説明書にて契約を行ないます。 

２部作成で１部はご家族で、もう１部は園で保管いたします。この際、ご印

鑑が必要になります。 

少々お時間がかかりますので、時間に余裕を持ってご来園頂くことをお願



いしております。 

 

利用料金（日額）について 

下記料金表により、申込者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保

険給付費額を除いた金額（自己負担額：サービス利用料金 1割・2割・3割）と

居住費、食費の合計金額をお支払いただくことになります。 

 

別紙料金表を参照ください。 

 

医療・入院について 

 ① 独立行政法人国立病院機構柳井医療センターに協力病院をお願いしてお

ります。 

② 当園の嘱託医が主治医となり、週１回診察日を設け、健康管理に努めま

す。 

③ 基本的に受診は当園看護師が対応しますが、入院となった場合又は協力

病院外の受診等状況によってはご家族の協力をお願いする場合がありま

す。 

④ 入院中期間が長期間に及んだ場合ご相談の上、居室を短期入所利用で一

時的に使用させていただく場合があります。 

 

退所について 

① 入院された際、担当の医師により、入院が長期間（概ね１ヶ月を超える

であろう入院）になる見込みが強いと判断された場合、ご家族の納得を

いただいた上で、退所の手続きを取ることがあります。 

 ② 要介護認定の更新において、特養養護老人ホームの利用対象者と認めら

れなかったとき 

 ③ 死亡された場合 

 ④ 利用者の契約解除権または伊保庄園側の解除権が発生した場合 

※上記項目に該当する場合は退所となります。その際は入所時お預かりしてい

た物品等は照合の上、返還させて頂きます。 

    

個人情報の保護について 

   当園では、入所申し込みの段階から皆様から承った個人情報について、

適切に取り扱います。なお、個人情報を取り扱う際には、ご同意を頂いて

から適切な取り扱いをさせていただいております。 

 

各種計画について 

   当園では現在、利用者の方、身元引受人の方にご同意を頂いた施設介護



サービス計画書・栄養ケア計画書・個別機能訓練計画書をサービス計画の

柱とし、その人に合わせた継続的なサービスの提供を目指しております。 

 

苦情に関すること 

   当園の設備・職員の対応その他の事について、ご指摘・ご提案がある場

合には、常設の「提案箱」又はその他の方法（職員に直接又は封書等）に

てご提言ください。苦情窓口は、介護サービス課長となります。 

なお、頂戴した内容について、可能な限り早急に対応させていただくと

共に、ご指摘・ご提言を頂いた方に対し、一切の不当な扱いはいたしませ

んのでご安心ください。 

入所時にご準備いただく事等 

１． 日用品等について 

・普段着３～５枚      ・肌 着３～５枚 

・寝間着３～５枚      ・靴 下３～５枚 

・タオル３～５枚      ・バスタオル２～３枚 

   ・プラスチックコップ    ・歯ブラシ 

   ・上履き（スリッパは不可） ・ティッシュペーパー 

   ・その他必要品（髭剃り・義歯・眼鏡・補聴器など） 

 

※ 持参された衣類・日用品には管理上、お名前をマジックなどで記入してくだ

さい。 

 

２． 入所時における事務的手続きについて 

① 住民票を「柳井市伊保庄１－２」へ異動してください。（強制ではありません） 

② 介護保険証・医療受給者証・健康保険証・その他の住所も併せて変更し

てください。（変更後は園にて預からせて頂きます） 

③ 標準費用で居住費 855円／日、食費 1,445円／日ですが、年金等の所得

額に応じ負担額が変わります。介護保険限度額認定申請書を使い市町に

申請してください。 

 

３． 利用料の支払い並びに預かり金について 

① 利用料の支払いについては毎月末締め、翌月２５日引落としとなります。 

郵便局か山口銀行の自動払込をお願いしております。 

  ② 預かり金については、通常「医療費・小遣い」等に使用させて頂きます。 

    通帳をお預けの場合、郵便局・山口銀行の通帳にて必要に応じて引落と

しとさせて頂きます。また通帳・ご印鑑をお預けいただけない場合現金

にて１万円以内を預からせて頂きます。（管理料として毎月 500 円頂い



ております） 

 

 

４．印鑑について 

介護認定等、市町村等への代行申請の際必要となりますので、ご印鑑を

お預けいただいております。 

 

伊保庄園の生活 

 

【行 事】  （月例行事） 

誕生会 利用者懇談会 外出 その他    

       （定例行事） 

節分の集い 鯉のぼりをあげる会、七夕会 

 夏祭り、敬老祝賀会、運動会、クリスマス会  

家族会総会（９月に実施します） 

          その他 

       （地域参加行事） 

          伊保庄春祭り 伊保庄三世代交流レクリエーション大会  

          柳井地区老人福祉施設交流促進事業 その他 

 

      ※ 行事の内容によっては実費が発生する場合やコロナ等の感染

状況によって中止することもございますのでご了承ください。         

 


